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■ 国外財産調書とは 

平成24年度税制改正により、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告を求める「国

外財産調書制度」が創設され、平成 25 年 12 月 31 日時点保有分からその適用が開始しています。 

この制度は、居住者でその年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財

産を保有する方を対象に、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を翌年 3月

15 日までに、税務署長に提出することを義務付けるというものです。この調書は、「所得税の納税義務

がない場合」でも、住所地を所轄する税務署長あてに提出することとなります。 

■ 財産債務調書の創設 

平成 27 年度税制改正において、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調

書の提出を求める制度が創設され、平成 27 年 12 月 31 日時点の保有分からその適用が開始されます。   

こちらの制度は、「確定申告書を提出しなければならない方」が対象者の前提となり、その年分の総

所得金額などが 2千万円を超え、かつ、その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が 3億円以上

の財産又はその価額の合計額が 1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方については、その財産の

種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書を、その年の翌年の 3 月 15 日

までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出することを義務付けるというものです。 

■ 「国外財産調書」と「財産債務調書」との関係 

 「国外財産調書」を提出する場合でも、「財産債務調書」の提出義務者に該当するときは、「財産

債務調書」もあわせて提出しなければなりません。この場合、「財産債務調書」には国外財産の価額

の合計額以外の記載は不要となります。なお国外の債務については、「国外財産調書」の対象ではな

いため、「財産債務調書」にその詳細を記載する必要があります。 
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